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議案第２９号 平成２４年度習志野市一般会計補正予算（第２号） 

歳入歳出補正予算  補正前 ５１３億７，８６７万４千円 

           補正額     １，４９６万８千円 

           補正後 ５１３億９，３６４万２千円 

（歳出概要） ・子どもの医療費等助成事業 

       ・災害対応事業（環境調査） 

       ・商店街活性化連携協働事業 

       ・市街地液状化対策事業 

 

 

 

議案第３０号 習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について 

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成２４

年３月３１日に公布されたことに伴い、個人市民税について前年中の所得が公的年

金等のみであった者が、寡婦（寡夫）控除を受けようとする場合には、申告書の提

出を不要とするよう改正するものです。 

 

（施行期日） 

平成２６年１月１日から施行します。 
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議案第３１号 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

平成２４年７月９日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されます。 

この改正は、外国人住民の利便性の増進、住民基本台帳システムによる一元的

な行政サービスの実現等を図るため、現行の外国人登録制度に代えて、外国人住

民を住民基本台帳法の適用対象とするものです。 

これに伴い、外国人登録法が廃止されるため、所要の改正を行います。 

改正条例は、次のとおりです。 

・習志野市印鑑条例 

・習志野市手数料条例 

・習志野市育英資金給与条例 

・習志野市難病患者見舞金支給条例 

・習志野市子どもの医療費等の助成に関する条例 

・習志野市敬老祝金支給条例 

・習志野市災害見舞条例 

・習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例 

 

（施行期日） 

平成２４年７月９日から施行します。 

 

 

議案第３２号 習志野市子どもの医療費等の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

入院に係る子どもの医療費等の助成について、対象年齢を中学校３年生（１５

歳に達した日以後の最初の３月３１日までの者）まで拡大するため、改正するも

のです。 

 

区 分 改 正 前 改 正 後 

対象年齢 
通 院 小学校３年生まで 現行どおり 

入 院 小学校６年生まで 中学校３年生まで 

 

（施行期日） 

平成２４年１２月１日から施行します。 
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議案第３３号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること

について 

固定資産評価審査委員会の委員であります近藤 一夫（こんどう かずお）氏

が平成２４年６月３０日をもって任期満了となることから、引き続き同氏を選任

することについて、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、同意を求めるも

のです。 

 住  所  習志野市谷津 

 氏  名  近 藤 一 夫 

 生年月日  昭和３５年７月１日 

 任  期  ３年 

 

 

 

 

議案第３４号 財産取得について（消防救急デジタル無線機及び受令機一式） 

 現在、消防本部で整備しているアナログ方式の消防救急無線が、電波法の一部

改正により使用できなくなることから、デジタル方式の消防救急無線へ移行する

ため、取得するものです。 

 

１ 物品の名称、数量   消防救急デジタル無線機及び受令機 一式 

２ 買 収 の 目 的   消防救急活動 

３ 買 収 の 方 法   制限付き一般競争入札 

４ 買 収 金 額   ５８，８００，０００円 

５ 買 収 の 相 手 方   東京都港区芝浦４丁目１０番１６号 

             沖電気工業株式会社 統合営業本部 官公営業本部 

              本部長 小 松   晃 

 

（仕様の概要） 

  卓上型固定移動局無線装置           １台 

  消防車用車載型移動局無線装置        ２６台 

  救急車用車載型移動局無線装置         ６台 

  携帯型移動局無線装置            ２５台 

  可搬型移動局無線装置             ２台 

  署所用半固定受令機              １台 

  署所用受令機                 ４台 

  携帯型受令機                １７台   合計８２台 
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議案第３５号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

       （平成２３年度習志野市一般会計補正予算（第７号）） 

東日本大震災により被災した公共下水道の災害復旧事業に係る国庫支出金等

の財源を確保する観点から、平成２３年度に未執行となった予算を減額し、平

成２４年度に追加する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集

する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分したため承認を求めるものです。 

 

歳入歳出補正予算  補正前  ５４７億８，７５９万円 

           補正額 △  ６億２，８６７万４千円 

           補正後  ５４１億５，８９１万６千円 

（歳出概要） ・公共下水道事業特別会計繰出金 

（専決処分日） 平成２４年３月３０日 

 

 

議案第３６号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

       （平成２３年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）） 

東日本大震災により被災した公共下水道の災害復旧事業に係る国庫支出金等

の財源を確保する観点から、平成２３年度に未執行となった予算を減額し、平

成２４年度に追加する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集

する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分したため承認を求めるものです。 

 

歳入歳出補正予算 補正前  １１０億  ５６６万５千円 

          補正額 △ １３億３，９０１万円 

          補正後   ９６億６，６６５万５千円 

（歳出概要） ・災害復旧事業（下水道） 

（専決処分日） 平成２４年３月３０日 
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議案第３７号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

       （平成２４年度習志野市一般会計補正予算（第１号）） 

東日本大震災により被災した公共下水道の災害復旧事業に係る国庫支出金等

の財源を確保する観点から、平成２３年度に未執行となった予算を減額し、平

成２４年度に追加する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集

する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分したため承認を求めるものです。 

 

歳入歳出補正予算 補正前 ５０７億５，０００万円 

          補正額   ６億２，８６７万４千円 

          補正後 ５１３億７，８６７万４千円 

（歳出概要） ・公共下水道事業特別会計繰出金 

（専決処分日） 平成２４年３月３０日 

  

 

議案第３８号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

       （平成２４年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）） 

東日本大震災により被災した公共下水道の災害復旧事業に係る国庫支出金等

の財源を確保する観点から、平成２３年度に未執行となった予算を減額し、平

成２４年度に追加する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集

する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により

専決処分したため承認を求めるものです。 

 

歳入歳出補正予算 補正前  ６７億７，６４５万円 

          補正額  １３億３，９０１万円 

          補正後  ８１億１，５４６万円 

（歳出概要） ・災害復旧事業（下水道） 

（専決処分日） 平成２４年３月３０日 
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議案第３９号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

       （習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平

成２４年３月３１日に公布されたことに伴い、習志野市税条例の一部を改正する

に当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため承認を求めるものです。 

 

固定資産税・都市計画税関係 

１ 土地に係る負担調整措置の見直し 

(１) 住宅用地及び特定市街化区域農地に係る据置特例措置を廃止します。

ただし、経過措置として平成２５年度までは、負担水準９０％以上（現

行８０％以上）の土地については据置特例措置を存置します。 

  (２) その他の負担調整措置については、平成２６年度まで現行制度を継続

します。 

２ 地価の下落に対する評価額の修正措置を、平成２６年度まで継続します。 

３ 図書館・博物館・幼稚園を設置する一定の一般社団・財団法人に対し非課税

措置が講じられたため、その適用を受けるための関係書類の提出を義務付けま

す。 

固定資産税（償却資産）関係 

１ 地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）を導入し、公共下水道を使用

する者が設置した除害施設に対する課税の特例割合を４分の３とします。 

個人市民税関係 

１ 東日本大震災により自己所有の居住用家屋が滅失等をして居住することがで

きなくなった納税義務者が、その敷地である土地等を譲渡した場合、その譲渡

所得の課税特例等における譲渡期間を平成３０年１２月３１日まで（現行平

成２６年１２月３１日まで）延長します。 

２ 東日本大震災により自己所有の居住用家屋が滅失等をして居住することがで

きなくなった納税義務者が、居住用家屋の再取得又は増改築等をした場合は、

滅失等をした居住用家屋に係る住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）

と、再取得等をした居住用家屋に係る住宅ローン控除を重複して適用できるこ

ととします。 

 

（専決処分日） 

平成２４年３月３１日 

（施行期日） 

平成２４年４月１日 


